
平成３０年度第２回事業評価委員会資料

評 価 対 象 事 業 案 内

平成３０年　８月２３日（木）



平成３０年度第2回事業評価委員会　評価対象事業位置図 ・・・・・・・ P. 1

1
東京都市計画道路補助第１３６号線（本木）
（足立区扇一丁目から関原一丁目）

・・・・・・・ P. 2

2
東京都市計画道路補助第１３６号線（関原）
（足立区関原一丁目から梅田四丁目）

・・・・・・・ P. 4

3
東京都市計画道路補助第１３６号線（梅田その２）
（足立区梅田四丁目から梅田三丁目）

・・・・・・・ P. 6

4 城北中央公園 ・・・・・・・ P. 8

目　次



平成３０年度第２回事業評価員会 評価対象事業位置図（区部）

街－４

街－６

街－５

公－１

事　　　業　　　名

（事業箇所を括弧書き）

街－４ 街路事業
東京都市計画道路補助第１３６号線
（足立区扇一丁目～関原一丁目）

東京都
（建設局）

街－５ 街路事業
東京都市計画道路補助第１３６号線
（足立区関原一丁目～梅田四丁目）

東京都
（建設局）

街－６ 街路事業
東京都市計画道路補助第１３６号線
（足立区梅田四丁目～梅田三丁目）

東京都
（建設局）

公－１ 公園事業
城北中央公園
（練馬区氷川台一丁目地内ほか）

東京都
（建設局）

案件番号 事業種別 実施主体
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評価対象事業案内 番号  街－４ 

位 置 図 事業内容を示す図面

事業概要

補助第１３６号線は、足立区扇一丁目を起点とし、葛飾区新宿二丁目を終点

とする延長約８.１ｋｍ、幅員２０ｍの都市計画道路である。 

本事業はこのうち、足立区扇一丁目から同区関原一丁目までの延長８４０ｍ

の区間であり、災害時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域（整備

地域：西新井駅西口一帯地域）内に位置する。本区間（特定整備路線）の整備

により、市街地の延焼を遮断するとともに避難路や緊急車両等の通行路となる

など、地域の防災性向上に大きな役割を果たす。 

事業の種類 街路事業 

事業の名称 東京都市計画道路 補助第１３６号線（本木） 

評価の実施主体 東京都知事 

事業所管部署 東京都建設局道路建設部街路課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（    ） 

対応方針（案） 継 続・中 止 

計 画 幅 員（Ａ－Ａ断面） 

現道なし（Ａ－Ａ断面） 

環状第七号線

本木
関原 足立梅田 

その２

扇 

凡例 

再評価対象区間  ：  

事業中区間    ：  

完成区間(概成含む)：  

交通量調査位置 

再評価区間 

梅田 

その１

再評価区間 L＝８４０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

補助第１３６号線（本木） 

Ａ 

Ａ 

本木小学校 

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー

補 138 

興野
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評価対象事業案内 番号  街－４

事業内容を示す図面及び写真

事業の種類 街路事業 

事業の名称 東京都市計画道路 補助第１３６号線（本木） 

評価の実施主体 東京都知事 

事業所管部署 東京都建設局道路建設部街路課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（    ） 

対応方針（案） 継 続・中 止 

①

②

③

再評価区間 L＝８４０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

②
③

①

補助第１３６号線（本木） 
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評価対象事業案内 番号  街－５ 

位 置 図 事業内容を示す図面

事業概要

補助第１３６号線は、足立区扇一丁目を起点とし、葛飾区新宿二丁目を終点

とする延長約８.１ｋｍ、幅員２０ｍの都市計画道路である。 

本事業はこのうち、足立区関原一丁目から同区梅田四丁目までの延長４９０

ｍの区間であり、災害時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域（整

備地域：西新井駅西口一帯地域）内に位置する。本区間（特定整備路線）の整

備により、市街地の延焼を遮断するとともに避難路や緊急車両等の通行路とな

るなど、地域の防災性向上に大きな役割を果たす。 

事業の種類 街路事業 

事業の名称 東京都市計画道路 補助第１３６号線（関原） 

評価の実施主体 東京都知事 

事業所管部署 東京都建設局道路建設部街路課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（５年間継続（再々評価）３回目） 

対応方針（案） 継 続・中 止 

計 画 幅 員（Ａ－Ａ断面） 

現道なし（Ａ－Ａ断面）

環状第七号線

本木
関原 足立梅田 

その２

扇 

交通量調査位置 

再々評価（３回目）区間 

梅田 

その１

尾

竹

橋

通

り

再々評価（３回目）区間 L＝４９０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

補助第１３６号線（関原） 
Ａ 

Ａ 

関原一丁目さんかく児童遊園 

関原の森・愛恵まちづくり記念館・まちづくり工房館 

関原一丁目中央地区防災街区整備事業 

凡例 

再評価対象区間  ：  

事業中区間    ：  

完成区間(概成含む)：  

補 138 

興野
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評価対象事業案内 番号  街－５

事業内容を示す図面及び写真

事業の種類 街路事業 

事業の名称 東京都市計画道路 補助第１３６号線（関原） 

評価の実施主体 東京都知事 

事業所管部署 東京都建設局道路建設部街路課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（５年間継続（再々評価）３回目） 

対応方針（案） 継 続・中 止 

①

②

③

再々評価（３回目）区間 L＝４９０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

尾

竹

橋

通

り

③
②

①

補助第１３６号線（関原） 
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評価対象事業案内 番号  街－６ 

位 置 図 事業内容を示す図面

事業概要

補助第１３６号線は、足立区扇一丁目を起点とし、葛飾区新宿二丁目を終点

とする延長約８.１ｋｍ、幅員２０ｍの都市計画道路である。 

本事業はこのうち、足立区梅田四丁目から同区梅田三丁目までの延長５８０

ｍの区間であり、災害時に特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域（整

備地域：西新井駅西口一帯地域）内に位置する。本区間（特定整備路線）の整

備により、市街地の延焼を遮断するとともに避難路や緊急車両等の通行路とな

るなど、地域の防災性向上に大きな役割を果たす。 

事業の種類 街路事業 

事業の名称 東京都市計画道路 補助第１３６号線（梅田その２） 

評価の実施主体 東京都知事 

事業所管部署 東京都建設局道路建設部街路課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（５年間継続（再々評価）２回目）

対応方針（案） 継 続・中 止 

計 画 幅 員（Ａ－Ａ断面） 

現道なし（Ａ－Ａ断面） 

再々評価（２回目）区間 L＝５８０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

補助第１３６号線（梅田その２） 

梅田南公園 

Ａ 

環状第七号線

本木
関原 足立梅田 

その２

扇 

交通量調査位置 

再々評価（２回目）区間 

梅田 

その１

Ａ 

凡例 

再評価対象区間  ：  

事業中区間    ：  

完成区間(概成含む)：  

補 138 

興野
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評価対象事業案内 番号  街－６

事業内容を示す図面及び写真

事業の種類 街路事業 

事業の名称 東京都市計画道路 補助第１３６号線（梅田その２） 

評価の実施主体 東京都知事 

事業所管部署 東京都建設局道路建設部街路課 

評価該当要件 ５年間未着工・10年間継続・その他（５年間継続（再々評価）２回目）

対応方針（案） 継 続・中 止 

①

②

③

再々評価（２回目）区間 L＝５８０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

補助第１３６号線（梅田その２）

② ③
①
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継続　・　中止

評価該当要件

　本公園は、東京都震災対策条例に基づく救出及び救助の活動拠点に位置づけられ、震災時の救
出・救助部隊の活動拠点として利用される防災上重要な役割を果たす公園である。
　石神井河沿いの起伏に富んだ敷地に、野球場、競技場などの運動施設を備えた城北地区最大の運
動公園であり、緑の中でスポーツを楽しめ空間となっている。また、児童用の遊具広場も充実してお
り、幅広い世代に利用できる公園である。
引き続き、周辺住民の避難場所確保のための開園区域拡張、調節池機能を併せ持つ防災公園整備
を行う。

城北中央公園

東京都知事　　小池百合子

東京都　建設局　公園緑地部

対応方針（案）

評価の実施主体

事業所管部署

事業の名称

５年間未着工　・　１０年間継続　・　その他（5年間継続）

事業の種類

都市計画決定面積

都市計画決定（変更）年月日

４３．６ｈａ

昭和５１年度７月１３日

都市公園事業

公－１

事業名 城北中央公園 事業認可区域内供用面積 １．６ｈａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　評価対象事業案内（１） 番号

東京都建設局事業主体 最新事業認可面積 ４．２ｈａ

種別 運動公園
当初事業採択年度 平成８年度

位置図 航空写真

都市計画区域

和田堀公園

都市計画区域

事業認可区域

供用区域

城北中央公園

石神井川
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対応方針（案） 継続　・　中止

評価の実施主体 東京都知事　　小池百合子

事業所管部署 東京都　建設局　公園緑地部

評価該当要件 ５年間未着工　・　１０年間継続　・　その他（5年間継続）

事業の名称 城北中央公園

　　　　　　　　　　　　　　　　　評価対象事業案内（２） 番号 公－１

事業の種類 都市公園事業

▲野球場 ▲陸上競技場

▲竪穴式住居を復元した栗原遺跡

城北中央公園の公園内の施設
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対応方針（案） 継続　・　中止

事業の種類 都市公園事業

事業の名称 城北中央公園

評価の実施主体 東京都知事　　小池百合子

事業所管部署 東京都　建設局　公園緑地部

　　　　　　　　　　　　　　　　　評価対象事業案内（３） 番号 公－１

評価該当要件 ５年間未着工　・　１０年間継続　・　その他（5年間継続）

城北中央公園での防災訓練の様子

▲練馬区総合水防訓練の様子

▲マンホール型トイレの組立の様子（訓練時の写真）
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